
 電子現金納付を使った場合の、特殊申請書類の提出方法 １ 

特殊申請書類を、電子現金納付で支払う場合の手順をご案内します。 

 

（1） デスクトップの「インターネット出願」をダブルクリックします。 

「証明書モード確認」で、お使いの電子証明書に合わせて、〔証明書ストア〕か〔ICカード〕をクリックします。 

 
（2） 証明書モード確認で、証明書モードを選択 → 本人認証画面で Pinを入力して〔起動〕をクリック 

ファイルタイプ証明書（証明書ストアモード）の場合 ICカードタイプの証明書（ICカードモード）の場合 

 

識別番号を選択 

→Pinを入力 

 （証明書ストア 

 のパスワード） 

→〔起動〕クリック 

(1)認証局サービス名選択 

(2)ICカードをセット 

(3)Pinを入力 

 （証明書のパスワード） 

→〔起動〕クリック 

 

（3） ① 「補助」タブをクリック 

②  〔納付番号取得〕をクリック 

 

（4） 『利用規約』が表示された場合は、確認して〔同意する〕をクリックします。 

 

（5） 『納付ログイン』画面では、識別番号は自動的に入ります。 

正しいことを確認します。 

①「電子現金納付専用パスワード」を入力 

②〔実行〕をクリック 

 

※事前に「電子現金納付専用パスワード」と「電子現金納付専用カナ氏名」の登録が必要です。 

設定しているか分からない場合は、「サービスメニュー照会/変更」で、設定してください。 

 

（6） 『納付番号請求』画面が表示されます。 

手数料を必要とする 1 書類毎に納付番号を取得します。書類の情報をこの画面に設定します。 

①金額を入力（数字のみ）  

②「納付先」を選択 

  _注意_  

   「移転登録申請関連手続」の書類は「国税庁」を選択 

   その他の書類は「特許庁」を選択 

③「四法」を選択（提出する書類に応じて選択します。） 

④「手続種別」を選択 

  「説明」欄を参考に選択してください。不明な場合は、 

  次ページの「手続種別 対応表」をご覧ください。 

⑤〔実行〕をクリック 

金額が分からない場合の確認方法 

1. ○A 「手続料金計算システム」をクリック 

2. 手続料金計算システムが開くので、 

今回提出する書類に該当するものを選択 

（例）特許願＝「1.国内出願に関する料金」 

3. 権利の種類や、計算したい料金を選択 

（例）特許願（通常出願）＝◎特許 

                 レ出願料 

                  ◎通常出願 

4. 画面下の「計算結果」に料金が表示される 

 

手続料金計算システムにない手数料は、以下をご覧ください。 

• 産業財産権関係料金一覧［特許庁サイトへ］ 

• 登録免許税一覧［特許庁サイトへ］ 

https://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/3_support/1_operation/guide_04_payment_login.html
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/jidou-keisan/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/iten/tourokumenkyozei.html#zei_ichilan
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手続種別 対応表 

コード 手続種別 各種手続 

０１０ 出願関係 

特許出願 

特許法第 36 条第 2 項の外国語書面出願 

特許権存続期間の延長登録出願 

実用新案登録出願 

意匠登録出願 

秘密意匠の請求 

商標登録出願 

防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願 

重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録出願 

誤訳訂正書による明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 

回復理由書 

０１１ 審査（技術評価）請求 
出願審査請求 

実用新案技術評価請求 

０１２ 名義変更 承継の届出（名義変更） 

０１３ 期間延長 期間の延長、期日の変更 

０２１ 閲覧請求 

書類の閲覧請求 

原簿の閲覧請求 

ファイル記録事項の閲覧請求 

磁気原簿記録事項の閲覧請求 

０２２ 証明請求 証明請求 

０２３ ファイル記録交付請求 ファイル記録事項の交付請求 

０２４ 磁気原簿記録交付請求 磁気原簿記録の交付請求 

０２５ 謄本（抄本）交付請求 
書類謄本の交付請求 

原簿謄本の交付請求 

０２６ 登録証再交付請求 登録証の再交付請求 

０３０ 国際出願関係 

特許法第 184 条の 5 第 1 項の規定による手続 

特許法第 184 条の 20第 1 項の規定による申出 

実用新案法第 48 条の 5第 1 項の規定による手続 

実用新案法第 48 条の 16 第 1項の規定による申出 

国際出願 

国際予備審査請求書 

手数料納付書 

手数料追加納付書 

手数料補正書 

手続補正書（国際予備審査請求書に係る補正） 

請求の範囲の減縮及び手数料追加納付書 

国際登録出願 

事後指定 

国際登録の存続期間の更新申請 

名義人の変更の記録の請求 

０４０ 審判請求 

審判（再審）請求 

明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正請求 

実用新案：明細書又は図面の訂正請求 

特許権の存続期間の延長登録に係る審判又はその審判に係る再審請求 

商標（防護標章）登録異議申立 

０４１ 異議申立 特許異議申立 

０４２ 参加申請、判定請求等 

判定請求 

裁定請求 

裁定取消請求 

審判又は再審への当事者の参加申請 

審判又は再審への補助参加申請 

商標（防護標章）登録異議申立の審理への参加申請 

０５１ 
登録料（設定） 

※登録査定時の料金納付を行う場合 

特許料（設定登録時） 

意匠登録料（設定登録時） 

類似意匠設定登録時の意匠登録料 

商標（防護標章）登録料（分納含む） 

商標更新登録申請（分納含む） 

０５２ 
登録料（年金） 

※権利更新時の料金納付を行う場合 

特許料（年金） 

実用新案登録料（年金） 

意匠登録料（年金） 

防護標章更新登録料 

商標権の分割申請 

０６０ 予納 予納台帳への入金（特許庁への納付にのみ使用可能） 

０７０ 移転登録（登免税） 国税庁への納付 



 
電子現金納付を使った場合の、特殊申請書類の提出方法 ３ 

 

（7） 通信が行われ、右の『納付番号通知確認』画面が表示されます。 

 

支払方法により、操作が異なります。 

(A) ＡＴＭで納付する 

(B) 後で、インターネットバンキングで納付する 

(C) このまま、インターネットバンキングで納付する 

（Ａ）、（Ｂ） （Ｃ） 

〔終了〕をクリック 

 

※納付に必要な番号

は、(9)でご案内しま

す。 

① 〔インターネットバンキングによる振

込を開始する〕をクリック 

② 〔e-Gov電子納付へ〕をクリック 

 
③ 専用Webサイトが開きます。契約

金融機関を選択してログインし納付 

④ この画面は〔終了〕をクリック 

※〔納付番号コピー〕は事前に環境設定が必要です。 

特殊申請は、書類作成時に画面に納付番号を入力するため、（9）で確認する方法をご案内します。 

 

（8） （6）の『納付番号請求』画面に戻ります。 

他の書類用の番号を取る場合は、同じ操作を繰り返します。 

他の書類がない場合は、〔終了〕をクリックします。 

 

（9） インターネット出願ソフトの画面に戻ります。 

① 「20XX年 XX月」フォルダを選択 

② リスト表示から取得した納付番号を選択 

③ 〔表示〕をクリック 

④ 納付番号の情報が表示されます。 

 
 
 
 

（7）で、（C）このままインターネットバンキングで納付する  

の場合は、（10）へ進みます。 

 

（7）で、(A) ＡＴＭで納付する 

(B) 後で、インターネットバンキングで納付する 

の場合は、表示された情報を印刷して、納付時に参照 

してください。 

① 表示画面上で右クリック 

② ［印刷］をクリック 

 
 
 
 
 

（10） 書類を特許庁に提出する前に納付を完了します。 

 納付が完了したら、書類作成時に画面に入力するため、納付番号を控えます。 

_参考_ 納付が完了したら、今回の納付番号を選択して〔納付番号照会／更新〕をクリックします。 

      →特許庁に通信後、「状態」欄が更新されます。 

※振込に必要な各種番号が自動設定されます。振込操作は、契約金融機関により異な

ります。不明な場合は、契約金融機関にお問い合わせください。 

※「状態」は自動更新ではありません。 

最新状態を確認する場合は、「納付番号照会／更新」を行ってください。 

枠内の情報全てが、納付に必要です。 

https://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/3_support/1_operation/guide_03_payment_03.html#koshin
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（11） ①「特殊申請」タブをクリックします。 

②「利用者１」の「送信ファイル」フォルダを選択します。 

③〔書類作成〕をクリックします。 

_注意_ 途中で保存できません。 

必要な書類（PDFファイル等）は事前に準備してください。 

事前準備 ： 申請書類の PDFファイル、申請書類に添付して提出すべき証明書等の物件の PDFファイルを各々 

作成します。申請書類の PDFファイルは「筆頭物件」、証明書等の物件の PDFファイルは「添付物

件」として提出することになります。 

※ 証明書等の物件は申請書類とまとめて１PDFファイルにしないでください。申請書類のみを「筆頭物件」、証明書

等の物件を「添付物件」として各々PDFファイルを作成してください。なお、物件が多数ある場合、「添付物件」は

物件毎に PDFファイルを作成してください。 

添付書類（筆頭物件、添付物件）についての詳細は特許庁サイト「申請手続のデジタル化について 」をご覧ください。 

 

（12） 証明書情報確認画面が表示されたら〔実行〕をクリックします。 

 

（13） 「筆頭物件選択」画面で、書類カテゴリと筆頭物件名を選択します。 

   ①「書類カテゴリ」、「四法」、（審判関連手続の場合は「審判種別」）を選択します。 

     同じ筆頭物件名が複数の書類カテゴリにある場合がありますので、ご注意ください。 

    詳細は、特許庁サイト「申請手続のデジタル化について 」をご覧ください。 

  ②「筆頭物件一覧」より、作成する筆頭物件を選択します。 

  ③〔確定〕をクリックします。  

 
 

（14） 「送付票作成」画面で、必要情報を入力します。 

① 入力する行を選択して〔選択行を開く〕をクリックすると、入力画面が表示されます。 

画面中の説明を読んで入力してください。 

  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/shinsei_digitalize.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/shinsei_digitalize.html
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② 料金欄 

「納付方法」の  をクリックして、「電子現金納付」を選択します。 

「納付番号」欄に、（10）で納付済の納付番号を入力します。 

 
③ 提出物件欄 

（いずれの形式も添付可能サイズは 198MB以内です。添付可能な形式は筆頭物件ごとに異なります。） 

添付可能なファイル形式 

PDF バージョン 1.2～1.7 のいずれかに準拠した形式で作成してください。 

• PDF ファイルはパスワードなどのセキュリティは設定しないで作成してください。 

出願ソフトでは警告されないケースもありますのでご注意ください。 

• セキュリティ設定の有無は、PDF ファイルを開き「ファイル」メニューの［プロパテ

ィ］で確認してください。（PDF 表示ソフトにより、確認方法は異なります。） 

• Adobe Acrobat Reader か Adobe Acrobat を、PDFの既定のアプリに設定してく

ださい。 その他のアプリの場合、ビューアによる印刷が行えません。 

• PDF ファイルには、なるべくすべてのフォントを埋め込んでください。フォントが埋

め込まれていれば、PDF作成時に使用したフォントが特許庁側に無い場合でも、

正しく表示されます。フォントの埋め込み方法は、お使いの PDF作成ソフトのマ

ニュアルをご覧ください 

署名入り ZIP 詳細は特許庁サイト「デジタル庁 GPKI電子署名アプリについて」を参照してください。 

• デジタル庁 GPKI電子署名アプリによる署名や「証明書の表示」「PDF署名」機能

は、インターネットに接続してから行ってください。オフラインでは行えません。 

ST.26形式の

配列表 

WIPO提供の「WIPO Sequence」アプリで作成してください。 

「WIPO Sequence」アプリについては、以下をご覧ください。 

https://www.wipo.int/standards/ja/sequence/index.html 

 

（15） 入力が完了したら、エラーの項目がないか確認します。 

 〔チェック〕ボタンをクリックして「チェック結果」を参照し、エラーの場合は書類を修正してください。 

  
 
  

https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/pcinfo/shien/gpki-app.html
https://www.wipo.int/standards/ja/sequence/index.html
https://www.wipo.int/standards/ja/sequence/index.html
https://www.wipo.int/standards/ja/sequence/index.html
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（16） エラーが無くなったら〔プレビュー〕をクリックし、書類の内容を確認します。 

 _注意_ 送信ファイル作成後は、修正できません。改めて書類作成しなおすことになります。 

必ず書類全体（ＰＤＦ等の添付ファイルの内容を含む）を確認してください。 

 
 
 

 
 

（17） 書類が完成したら、〔送信ファイル作成〕をクリックします。 

_注意_ 以下の場合、１通の申請書類が複数の送信ファイルに自動分割されます。 

• 添付したファイルの総数が 11ファイル以上の場合 

• 全体のファイルサイズが 200MBを超える場合 

 

（18） 送信ファイルを表示して、内容を確認します。 

① 送信ファイルフォルダを選択 

② リストに表示される今回の書類を選択 

③ 〔表示〕をクリック 

→作成された書類が表示されます。 

内容が意図通りか確認してください。 

添付ファイルの内容も確認してください。 

 

※ 次のページを表示するには、〔→〕をクリックします。 

印刷ボタンから印刷できます。 

 

 

_注意_ 

•  書類中の PDF ファイルは、Acrobat Reader（Adobe Acrobat も含む）以外のアプリを PDF に関連付けし

ている場合、印刷できません。 

• 書類の中に、配列表（ST.26 形式）が含まれている場合、配列表（ST.26 形式）は印刷対象外となります。 

_参考_ 

書類が自動分割された場合の表示、リストビューの表示は、次ページをご覧ください。 

ここで確認した結果そのままを提出します。 

提出する前に、必ず確認してください。 
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_参考_ ： 自動分割された書類の表示、リストビューの表示 

 
_ONE POINT_  

• 分割された書類は、同じ「入力日」、「入力時刻」になりますので、「分割数（例：01/02）」で判別ください。 

• 添付されたファイルの途中で分割されることはありません（１つの PDFが２つのファイルに分割されることは

ありません）。 

 

（19） 書類内容が意図通りの場合は、特許庁に提出します。 

※表示画面が開いたままの場合は、必ず閉じてください。 

 

_注意_ 分割された書類をオンライン出願するときは、以下にご注意ください。 

• 分割された書類全部を選択して、オンライン出願してください。 

• 送信を開始したら全書類の送信が完了するまで、通信処理を中断しないでください。 

• 分割した書類を送信中、通信が中断した場合は、残りの書類を必ず当日中に送信してください。 

• 当日中に送信されない場合、書類の一部が欠落した状態のまま審査されたり、書類が却下されたりする可能性
があります。 

 

①送信ファイルフォルダのリストから、今回の書類を選択 

②〔オンライン出願〕をクリック 

 

③オンライン出願開始確認画面がでます。 

送信を開始する場合は〔ＯＫ〕をクリック 
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（20） 通信完了メッセージがでたら、〔OK〕をクリックします。 

 

（21） 通信状態表示画面で、サーバ側の処理結果メッセージを確認し〔確認〕をクリックします。 

 

（22） 受領書の確認 

 

① 受領書フォルダを選択 

② 今の日時の受領書を選択 

③ 〔表示〕をクリックし、 

表示された内容を確認します。 

 
 

 

 

（23） 送信ファイルフォルダの書類は、受理済に移動されます。 

受理済フォルダを選択し、リストに表示されている内容を確認してください。 

 

提出書類の控えを印刷する場合は、 

① 受理済フォルダを選択 

② リストに表示された書類を選択 

③ 〔印刷〕をクリック 

 
 

※ 受理されている書類数が正しいことを確認して

ください。 

※ 「筆頭物件（事件情報）」欄に「書類不備」と表示

されている書類は受理されていません。 

通信履歴より不備理由を確認してください。 

注意！ 


